
返却

1

資格喪失日
扶養認定解除日
以降は保険証は

使えません。

【お問い合わせ先】
全国健康保険協会山口支部 レセプトグループ
℡：083-974-0533

健康保険の資格喪失後（扶養認定解除日後）に誤って健康保険証を使用し、
医療機関等を受診してしまうと、協会けんぽが医療費を一時的に医療機関に立
て替えて支払ったことになります。

そのため、本人様から医療費の保険負担分（医療費の総額の7割～８割）を返
還していただくことになります。

医療費の返還については被保険者であった方に返還を求めていますが、最終
的に法的措置に至るケースもあります。

無資格受診の発生防止のためにも、保険証の早期回収にご協力をお願い申し
上げます。

資格喪失日および扶養認定解除日から無効となります。
無効となった保険証をお持ちの場合は、お手数ですが
協会けんぽ山口支部までお返しください。
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無効となった保険証を使用してしまうと、
医療費を返還していただくことになります。

保険証に関する2つのポイント

医療費を返還いただく場合とは…

【退職等される方へ】


